
     
                                      （平成 2３年９月） 

 

 

 

 

 

瀬戸内海では、過労や睡眠不足等による居眠り運航を原因とする貨物船やタンカーの海難 

が、例年、秋以降に増加する傾向があることから、今治海上保安部では本キャンペーン期間 

中に、関係機関と連携のうえ、比較的少人数で運航される船舶への訪船指導等を実施し、居 

眠り海難ゼロをめざして、乗組員等に対し次の事項等について指導します。      

１ 居眠り運航防止策の徹底及び常時適切な見張りの励行 

２ 自動操舵装置の適切な使用及びふくそう海域における自粛 

３ 船橋航海当直警報装置（居眠り防止装置）の有効活用  

４ 無理のない運航計画、配船計画の策定 

５ 船舶乗組員への適切な海難防止指導の実施 

                            

 

  

                                      

 

              

居眠りによる
海難隻数
93隻

貨物船、ﾀﾝｶｰ 

56隻 

その他 

37隻 

第六管区海上保安本部では、９月５日（月）から１４日（水）までの１０日間、少数

乗組員により運航される内航貨物船及びタンカーを重点対象船舶として、「居眠り運航撲

滅キャンペーン」を展開します。 

～居眠り海難ゼロをめざして～ 

今 治 海 上 保 安 部 

居居眠眠りり運運航航撲撲滅滅キキャャンンペペーーンン 

月別居眠り海難発生状
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時間帯別居眠り海難発生状況
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（平成 18～22 年第六管区海上保安本部管内調べ） 






